
 

東京芸術文化評議会 文化都市政策検討部会報告 ｜2010年４月９日

民間寄附を促進する新たな仕組みづくり ～TOKYO ARTS FUNDの設立～  （案） 
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TOKYO ARTS FUND のイメージ 

④寄附金振込

■個人が非営利の民間芸術文化団体等に寄附をしても税優遇措置はない。 

■助成制度はあっても、活動資金が不足した状態 
■ＴＯＫＹＯ ＡＲＴＳ FUND を公益財団等に設置することにより、ＴＯＫＹＯ ＡＲＴＳ FUND 内に設けた民間寄附の受

け皿（基金もしくは特別会計）に寄附をすると、個人、法人いずれも税優遇措置を受けることができるようになる。 

東京都 東京都 
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所得税・個人都民税 

優遇措置あり（約２２万円）

例）５０万円 

例）５０万円 

例）課税所得2,000万円のＡさん

  50万円寄附した場合 

助成金 
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場・情報の提供 

（新たな仕組み）＝TOKYO ARTS FUND 

資金獲得のための 

能力向上 

連携 

例）課税所得 

2,000万円のＡさん  

50万円寄附した場合 

寄附金 
税優遇措置なし 

ＴＯＫＹＯ ＡＲＴＳ ＦＵＮＤ 
■プログラム・オフィサーの配置 

★助成プログラムの立案・運営・評価

★寄附者に対するコンサルティング 

★セミナー・研修プログラム等の企画催行

を担当 
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